
神
奈

川
県

西
部

広
域

消
防

協
議

会
規

約
の

改
正

に
係

る
新

旧
対

照
表

 

 

改
正

後
 

現
 

行
 

目
次
 

 
第

１
章
 

設
立
に

関
す
る
基

本
的

事
項

（
第
１

条
～
第
３

条
）
 

 
第

２
章
 

組
織
 

 
 

第
１
節

 
構
成

等
（
第
４

条
～

第
６

条
）
 

 
 

第
２
節

 
協
議

会
の
会
議

（
第

７
条

～
第
９

条
）
 

 
 

第
３
節

 
関
係

課
長
会
議

（
第

１
０

条
～
第

１
３
条
）
 

 
 

第
４
節

 
協
議

会
事
務
局

（
第

１
４

条
～
第

１
７
条
）
 

 
第

３
章
 

協
議
会

の
財
務
等
 

 
 

第
１
節

 
財
務

（
第
１
８

条
～

２
６

条
）
 

 
 

第
２
節

 
監
事

（
第
２
７

条
）
 

 
第

４
章
 

補
則
（

第
２
８
条

）
 

 第 第第第
１ １１１

条 条条条
 
神

奈
川
県

西
部
消
防

広
域

化
協

議
会
（

以
下
「
協

議
会

」
と

い
う
。
）
は

、

県
西

地
域

に
お

け
る

消
防

の
広

域
化

の
実

施
に

係
る

諸
事

項
に

つ
い

て
協

議
調

整
す

る
こ
と

を
目
的

と
す
る
。
 

 第 第第第
２ ２２２

条 条条条
 

協
議

会
は

、
小
田
原

市
、

南
足

柄
市

、
中

井
町
、

大
井

町
、

松
田

町
、

山
北

町
及

び
開

成
町

（
以

下
「

構
成

市
町
」

と
い

う
。
）
を

も
っ
て

構
成
す

る
。
 

 第 第第第
３ ３３３

条 条条条
 
協

議
会
は

、
次
の
事

務
を

行
う

。
 

(
1
)
 
消

防
の

広
域
化

の
実
施
に

係
る

協
議

及
び
意

見
調
整
 

(
2
)
 
そ

の
他

、
消
防

の
広
域
化

の
実

施
に

係
る
事

業
に
関
す

る
こ

と
 

  

目
次
 

 
第

１
章
 

設
立
に

関
す
る
基

本
的

事
項

（
第
１

条
～
第
３

条
）
 

 
第

２
章
 

組
織
 

 
 

第
１
節

 
構
成

等
（
第
４

条
～

第
６

条
）
 

 
 

第
２
節

 
協
議

会
の
会
議

（
第

７
条

～
第
９

条
）
 

 
 

第
３
節

 
関
係

課
長
会
議

（
第

１
０

条
～
第

１
３
条
）
 

 
 

第
４
節

 
協
議

会
事
務
局

（
第

１
４

条
～
第

１
７
条
）
 

 
第

３
章
 

補
則
（

第
１
８
条

）
 

    第 第第第
１ １１１

条 条条条
 
神

奈
川
県

西
部
消
防

広
域

化
協

議
会
（

以
下
「
協

議
会

」
と

い
う

。）
は

、

消
防

組
織
法

第
3
4
条

の
規
定

に
基

づ
く

広
域
消

防
運
営
計

画
の

作
成

等
、
消

防

の
広

域
化
の

推
進
に

係
る
諸
事

項
に

つ
い

て
協
議

す
る
こ
と

を
目

的
と

す
る
。
 

 第 第第第
２ ２２２

条 条条条
 

協
議
会

は
、

小
田
原

市
、

南
足

柄
市
、

中
井

町
、

大
井

町
、

松
田
町

、
山
北

町
、
開
成

町
、
及
び

真
鶴

町
（
以

下
「
構

成
市

町
」
と
い

う
。）

を
も
っ

て
構

成
す

る
。 

 第 第第第
３ ３３３

条 条条条
 
協

議
会
は

、
次
の
事

務
を

行
う

。
 

(
1
)
 
広

域
消

防
運
営

計
画
の
作

成
に

関
す

る
こ
と

 

(
2
)
 
広

域
化

後
の
消

防
力
の
将

来
ビ

ジ
ョ

ン
の
作

成
に
関
す

る
こ

と
 

(
3
)
 
そ

の
他

、
消
防

の
広
域
化

の
検

討
に

関
す
る

こ
と

 

 

資
料

 



改
正

後
 

現
 

行
 

第 第第第
２ ２２２

章 章章章
    

組
織
 

 第 第第第
１ １１１

節 節節節
～ ～～～

第 第第第
３ ３３３

節 節節節
（

略
）
 

 第 第第第
４ ４４４

節 節節節
    
協
議

会
事
務

局
 

第 第第第
1
4

1
41
4

1
4
条 条条条
（

略
）
 

（
事

務
局
長

及
び
副

局
長
）
 

第 第第第
1
5

1
51
5

1
5
条 条条条
 

事
務

局
に
事

務
局
長
1
人

及
び
副

局
長
2
人

を
置
く

。
 

第 第第第
1
6

1
61
6

1
6
条 条条条
（

略
）

    

    第 第第第
３ ３３３

章 章章章
 
協

議
会
の

財
務
等
 

    第 第第第
１ １１１

節 節節節
 
財

務
 

 （
経

費
負
担

）
 

第 第第第
1
8

1
81
8

1
8
条 条条条
 

協
議

会
の

事
務

に
要

す
る
費

用
は

、
構

成
市

町
が

負
担
す

る
。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

、
構

成
市
町

が
負

担
す

べ
き

額
（

以
下
「

負
担

金
」
と
い

う
。
）

は
、

協
議

会
の

会
議

に
お

い
て

決
定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

事
務
局

は
、
会

計
年

度
開

始
後
、
前

項
の

規
定
に

よ
り

、
定
め

ら
れ
た

負
担
金

の
納

付
に
係

る
事
務

を
執
行
す

る
も

の
と

す
る
。
 

 （
歳

入
歳
出

予
算
）
 

第 第第第
1
9

1
91
9

1
9
条 条条条
 

協
議

会
の
歳

入
歳
出

予
算

は
、
前

条
第
３

項
の
規

定
に

よ
る

負
担
金

そ
の

他
の

収
入
を

歳
入
と

し
、
協
議

会
の

事
務

の
執
行

に
要
す
る

経
費

を
歳

出
と
す

る

も
の

と
す
る

。
 

 

第 第第第
２ ２２２

章 章章章
    

組
織
 

 第 第第第
１ １１１

節 節節節
～ ～～～

第 第第第
３ ３３３

節 節節節
（

略
）
 

 第 第第第
４ ４４４

節 節節節
    
協
議

会
事
務

局
 

第 第第第
1
4

1
41
4

1
4
条 条条条
（

略
）
 

（
事

務
局
長

及
び
副

局
長
）
 

第 第第第
1
5

1
51
5

1
5
条 条条条
 

事
務

局
に
事

務
局
長
1
人

及
び
副

局
長
1
人

を
置
く

。
 

第 第第第
1
6

1
61
6

1
6
条 条条条
（

略
）

    

  



改
正

後
 

現
 

行
 

（
歳

入
歳
出

予
算
の

調
製
等
）

 

第 第第第
2
0

2
02
0

2
0
条 条条条
 

会
長

は
、
毎

会
計
年

度
歳

入
歳

出
予
算

を
年
度
開

始
前

ま
で

に
調
製

し
、

速
や

か
に
協

議
会
の

会
議
に
お

い
て

議
決

を
経
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

協
議
会

の
会
計

年
度
は
、

普
通

地
方

公
共
団

体
の
会
計

年
度

に
よ

る
。
 

 （
予

算
の
補

正
）

 

第 第第第
2
1

2
12
1

2
1
条 条条条
 

協
議

会
に
係

る
既
定

予
算

の
補

正
を
認

め
る
と
き

は
、
会

長
は
、
補
正

予

算
を

調
製
し

、
速
や

か
に
協
議

会
の

会
議

の
議
決

を
経
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

補
正

す
べ

き
額

が
決

定
し

た
こ

と
に

よ
り

構
成

市
町

に

新
た

な
負
担

金
が
生

ず
る
と
き

は
、

第
１

８
条
の

規
定
を
準

用
す

る
。

 

 （
予

算
の
流

用
）

    

第 第第第
2
2

2
22
2

2
2
条 条条条
 

歳
出

予
算
の

流
用
及

び
予

備
費

の
充
当

は
、
会
長

が
属

す
る

市
町
の

例
に

よ
る

も
の
と

す
る
。
 

２
 

会
長
は

、
前
項

の
規
定
に

よ
り

歳
出

予
算
の

流
用
又
は

予
備

費
の

充
当
を

し
た

と
き

は
、
当

該
年
度

の
末
日
ま

で
に

協
議

会
に
報

告
し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 （
出

納
及
び

現
金
の

保
管
）
 

第 第第第
2
3

2
32
3

2
3
条 条条条
 

協
議

会
の
出

納
は
、

事
務

局
長

が
行
う

。
 

２
 

協
議
会

に
属
す

る
現
金
は

、
事

務
局

長
が
銀

行
そ
の
他

の
金

融
機

関
に
預

け
入

れ
て

管
理
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

 （
決

算
）
 

第 第第第
2
4

2
42
4

2
4
条 条条条
 

会
長

は
、

毎
会

計
年

度
終

了
後

２
箇

月
以

内
に

協
議

会
の

決
算

を
作

成
し

、

第
２

７
条

に
定

め
る

監
事

の
監

査
を

経
て

、
協

議
会

の
会

議
に

お
い

て
承

認
を

経
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 



改
正

後
 

現
 

行
 

（
経

理
）

 

第 第第第
2
5

2
52
5

2
5
条 条条条
 

こ
の

規
約

に
定

め
が

あ
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

協
議

会
の

会
計

事
務

に
つ

い

て
は

、
会

長
が

属
す

る
市

町
の

例
に
よ

る
。
 

 （
解

散
後
の

収
支
）
 

第 第第第
2
6

2
62
6

2
6
条 条条条
 

協
議

会
が
解

散
し
た

場
合

に
お

け
る
事

務
の
承
継

に
つ

い
て

は
、
協
議

会

の
会

議
に
よ

り
定
め

る
。
こ
の

場
合

に
お

い
て
、
協

議
会
の

収
支

は
、
解

散
の

日

を
も

っ
て
打

ち
切
り

、
会
長
で

あ
っ

た
者

が
決
算

す
る
。
 

    第 第第第
２ ２２２

節 節節節
 
監

事
 

（
監

事
）

 

第 第第第
2
7

2
72
7

2
7
条 条条条
 

協
議

会
の
会

計
事
務

に
関

す
る

監
査
を

行
う
た
め

、
協

議
会
に

監
事
１

名

を
置

く
。

 

２
 

監
事
は

、
毎
会

計
年
度
、

協
議

会
の

決
算
を

監
査
す
る

。
 

３
 

監
事
は

、
会
長

及
び
副
会

長
が

属
す

る
市
町

以
外
の
広

域
行

政
所

管
課
の

長
の

う
ち

か
ら
、
協

議
会

の
会
議
に

お
い

て
委

員
の
同

意
を
得
て

、
こ

れ
を

選
任
す

る
。 

４
 

監
事
の

任
期
は

、
１
年
と

す
る

。
 

 第 第第第
４ ４４４

章 章章章
 
補

則
 

第 第第第
2
8

2
82
8

2
8
条 条条条
 

こ
の

規
約
に

定
め
る

も
の

の
ほ

か
、
協
議

会
の
運

営
に

関
し

必
要
な

事
項

は
、

会
長
が

協
議
会

の
会
議
に

諮
っ

て
定

め
る
。
    

    

                              第 第第第
３ ３３３

章 章章章
 
補

則
 

第 第第第
1
8

1
81
8

1
8
条 条条条
 

こ
の

規
約
に

定
め
る

も
の

の
ほ

か
、
協

議
会
の
運

営
に

関
し

必
要
な

事
項

は
、

会
長
が

協
議
会

の
会
議
に

諮
っ

て
定

め
る
。
    

 

 


